
 
日本地域福祉学会 

地方部会活動助成要項 

１．制度の趣旨 

日本地域福祉学会では、地方部会での地域福祉研究会活動を積極的に推進するための支

援を地方部会単位と都道府県単位の 2 本立てで図ってきた。しかし、構成会員数の差異に

よる資金的困難や、都道府県を越えた活動の活性化などの現状を考慮し、2009 年度より助

成を地方部会単位に一本化して給付し、その使途については各部会の裁量に任せる方式に

改めることとした。 

 

２．助成対象 

 各地方部会および都道府県において当該年度内に実施される、以下の事業 

（１）日本地域福祉学会会員を中心に構成した、地方部会の地域福祉研究会活動 

（２）定例研究会活動 

（３）会報の発行・ホームページの作成など 

（４）研究報告書の作成 

 

３．助成額 

各地方部会に対し、100,000 円を上限とした必要な経費を助成する。ただし、会員数 400

人以上の部会には、25,000 円を追加で助成する。  

 

４．申請 

申請は、部会担当理事を窓口に行うものとし、各地方部会内での予算の割り振りは、部

会担当理事の裁量による。 

（１）申請にあたっては、地方部会担当理事が、申請書（様式１）、事業企画書（様式

２）を提出する。事業企画書は申請する事業（「2.助成対象」参照）ごとに作成す

る。 

（２）事業企画書（様式２）による申請は、その申請額の合計が限度額（100,000 円、

会員数 400 人以上の部会は 125,000 円）を超えないこと。 

（３）事業実施後、年度内に事業報告書（様式３）を提出する。ただし、事業終了後 

に実績をもって申請がなされた場合にはこの限りではない。 

（４）申請は、限度額の範囲内で複数回の申請が可能である。 

（５）申請は、当該年度の 2 月末日までに提出されたものを受け付け、申請に不備のな

い場合には 1 ヶ月以内に執行される。 

   

５．付則 

１．この要項は、２００３年６月６日より施行する。 

２．この要項は、２００６年６月９日より一部改正施行する。 

３．この要項は、２００８年５月７日より一部改正施行する。 

４．この要項は、２００９年６月２１日より一部改正施行する。 

  ５．この要項は、２０２０年６月１９日より一部改正施行する。 

  



（様式１） 

日本地域福祉学会 

地方部会活動助成申請書 

 

日本地域福祉学会地方部会活動助成を、別紙活動企画書に基づき申請いたします。 

 

 
   年  月  日 

日本地域福祉学会  会長  様 

 

 

 

                    日本地域福祉学会・地方部会 

 

                    地方部会名             

 

                    地方部会担当理事 

 

                         氏名            印 

 

 

 

 

  



（様式２） 

日本地域福祉学会 

地方部会活動事業企画書 

地方部会名：              

活動テーマ 

 

 

 

開催日・会場 

あるいは 

実施期間 

 

活動内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経費概算（予算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助成申請額  

振込先 

 

銀行名 銀行 支店名 支店 

口座番号 普通  

名義 

フリガナ  

 



（様式３） 

日本地域福祉学会 

地方部会活動事業報告書 

地方部会名：              

活動テーマ 

 

 

 

開催日・会場 

あるいは 

実施期間 

 

活動結果/参加人

数等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※開催要項、当日配布資料、成果物等を添付してください。 


